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お
知
ら
せ

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日

府
中
市
の
人
権
擁
護
委
員

　
人
権
は
、
誰
も
が
人
間
ら
し

く
生
き
て
い
く
た
め
、
生
ま
れ

な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
権
利
で
す
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
、
職
場

や
学
校
で
の
い
じ
め
、
障
害
が

あ
る
人
に
対
す
る
不
当
な
扱
い
、

高
齢
者
へ
の
虐
待
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
へ
の
悪
意
の
あ
る
書
き

込
み
な
ど
、
人
権
を
め
ぐ
る
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
法

務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
、
あ

な
た
の
身
近
な
相
談
相
手
で
す
。

　
互
い
に
相
手
を
思
い
や
り
、

自
分
の
人
権
も
大
切
に
守
り
な

が
ら
、
一
人
一
人
が
幸
せ
に
暮

ら
せ
る
社
会
を
築
き
ま
し
ょ
う
。

府
中
市
の
人
権
擁
護
委
員

　
池
田
源
實

　
石
川
和
子

　
掛
江
い
づ
み

　
橘
高
祐
一

　
桐
島
福
子

　
佐
藤
眞
二

　
下　
惠
子

　
武
田
雅
子

　
武
田
義
治

　
光
元
美
保
子

　
山
﨑
武
志

◎
特
設
困
り
ご
と
無
料
相
談
所

と�

き　
６
月
１
日（
水
）10
時
〜

15
時

と�

こ
ろ　
▽
府
中
市
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー　
▽
ク
ル
ト
ピ
ア

明
郷　
▽
上
下
町
民
会
館

問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課

　
（
☎
４
３–

７
１
１
５
）

令
和
４
年
度
経
営
所
得
安
定

対
策
交
付
金
の
申
請

　
水
田
で
、
飼
料
用
稲
な
ど
の

非
主
食
用
水
稲
や
園
芸
作
物
な

ど
を
生
産
し
、
販
売
す
る
農
業

者
へ
の
交
付
金
で
す
。
令
和
３

年
度
に
交
付
申
請
を
し
た
人
は
、

個
別
に
送
付
し
ま
す
。
令
和
４

年
度
か
ら
新
た
に
申
請
す
る
人

は
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
６
月
24
日（
金
）

申
請
書
提
出
・
設
置
場
所

　
  

庄
原
農
業
協
同
組
合
上
下
営

農
セ
ン
タ
ー
、
福
山
市
農
業

協
同
組
合
府
中
グ
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
、
府
中
市
農
業
再
生

協
議
会
事
務
局

問�

い
合
わ
せ
先　
庄
原
農
業
協

同
組
合
上
下
営
農
セ
ン
タ
ー

（
☎
６
２–

３
９
７
２
）、
福

山
市
農
業
協
同
組
合
府
中
グ

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
（
☎
４
０–

０
３
７
０
）、
府
中
市
農
業

再
生
協
議
会
事
務
局
（
市
役

所
農
林
課
内
・
☎
４
３–

７
１

３
１
）

市
長
の
資
産
を
公
開
し
ま
す

　
政
治
倫
理
確
立
の
た
め
の
府

中
市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関

す
る
条
例
に
基
づ
き
、
市
長
が

保
有
す
る
資
産
な
ど
の
報
告
書

を
公
開
し
ま
す
。

報�

告
書　
①
本
人
名
義
の
土
地

・
建
物
・
預
貯
金
・
有
価
証

券
・
自
動
車
な
ど
を
記
載
の

資
産
等
補
充
報
告
書　
②
所

得
等
報
告
書　
③
報
酬
を
得

て
役
員
・
顧
問
な
ど
の
役
職

を
務
め
る
会
社
や
法
人
の
名

称
と
そ
の
職
名
を
記
載
の
関

連
会
社
等
報
告
書

閲
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課（
☎
４
３–

７
１
１
５
）

被
爆
２
世
の
健
康
診
断
を
実
施

対�

象　
両
親
の
い
ず
れ
か
が
原

子
爆
弾
被
爆
者
で
次
に
該
当

す
る
人

▽ 

広
島
被
爆
…
昭
和
21
年
６
月

１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

▽ 

長
崎
被
爆
…
昭
和
21
年
６
月

４
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

実�

施
期
限　
令
和
５
年
２
月
28

日（
火
）

※
た
だ
し
、
精
密
検
査
は
令
和

５
年
３
月
10
日（
金
）ま
で
。

受
診
料　
無
料

申�

し
込
み
方
法　
市
役
所
福
祉

課
、
上
下
支
所
、
公
民
館
・

ク
ル
ト
ピ
ア
に
あ
る
専
用
は

が
き
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申�

し
込
み
期
限　
令
和
５
年
１

月
31
日（
火
）

※
消
印
有
効
。
感
染
症
の
影
響

で
受
診
予
約
が
取
り
に
く
い
場

合
や
医
療
機
関
な
ど
が
受
け
入

れ
を
休
止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
先　
市
役
所
福
祉

課
（
☎
４
３–

７
１
４
８
）、

広
島
県
被
爆
者
支
援
課
（
☎

０
８
２–

５
１
３–

３
１
１
６
）

６
月
５
日（
日
）～
11
日（
土
）は

危
険
物
安
全
週
間

　
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
石
油
類
を

は
じ
め
と
す
る
危
険
物
は
、
家

庭
や
事
業
所
な
ど
で
利
用
さ
れ
、

生
活
に
深
く
浸
透
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
取
扱
い
を
誤
る
と
火

災
な
ど
に
つ
な
が
る
危
険
性
が

あ
り
ま
す
。
正
し
く
取
扱
う
た

め
に
危
険
物
に
対
す
る
正
し
い

知
識
と
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

問�

い
合
わ
せ
先　
福
山
地
区
消

防
組
合
消
防
局
予
防
課
（
☎

０
８
４–

９
２
８–

１
１
９
２
）

採
　
用

■市・県民税…………………１期分
※納期限は６月30日（木）です。
税務課納付相談窓口延長日
　祝日を除く毎週木曜日・19時まで
問い合わせ先　税務課
　（☎４３−７１２２）

■介護保険料………………２期分
※納期限は６月30日（木）です。
問い合わせ先　介護保険課
　（☎４０−０２２２）

６月の納税など
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